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平成２６年第８回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言  平成２６年７月２６日（土）午前９時 

２ 場 所  三条市役所栄庁舎 201会議室 

３ 出 席 者  長沼委員、坂爪委員、渡辺委員、須佐委員、長谷川教育長 

４ 説明のための出席者 

池浦教育部長、笹川教育総務課長、久住子育て支援課長、樋山小中一貫教育推進課 

長、前澤教育センター長、長谷川生涯学習課長、清水教育総務課長補佐、大谷教育 

総務課庶務係長 

５ 傍 聴 人  ２人 

６ 議 題     

(1) 委員長の選挙について 

(2) 委員長職務代理委員の指定について 

(3) 議席の決定について 

(4) 会議録の承認 

平成２６年第７回教育委員会定例会会議録 

(5) 報告 

  報第１号 平成２６年度第１回三条市学校給食運営委員会会議録について 

  報第２号 平成２６年度第１回三条市社会教育委員会議及び公民館運営審議会会議録につい 

て 

(6) その他 

 次回教育委員会定例会の日程について 

(7) 議事 

  議第１号 平成２７年度使用教科用図書の採択について 

７ 審議の経過及び結果 

（笹川教育総務課長） 

全委員がおそろいでございますので、これより始めさせていただきます。 

既に皆様方、御承知のとおり、坂爪委員が昨日７月25日をもって教育委員としての任期が

満了し、先の定例市議会におきまして再任の議決を得たことにより、本日26日付けで、改め

て教育委員として任命されましたので、開会に先立ちまして、坂爪委員から御挨拶をいただ

きたいと思います。 

   （坂爪委員） 

     昨日、市長より辞令交付をしていただきました。また今日から新しい気持ちでがんばりた
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いと思いますので、皆さんよろしくお願いします。 

   （笹川教育総務課長） 

昨日７月25日をもって、委員長及び委員長職務代理委員の任期が満了いたしまして、現在、

不在となっております。 

そこで、本日は、臨時職務代理委員のもとで委員長を選挙していただき、その後、新しい

委員長のもとで議事運営をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

臨時職務代理委員につきましては、三条市教育委員会会議規則第７条の規定により、委員

長及び委員長職務代理委員が欠けたときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うとされ

ておりますことから、出席委員中、年長の坂爪委員にお願いしたいと思います。 

坂爪委員、臨時職務代理委員席で議事の進行をお願いいたします。 

(1) 委員長の選挙について 

（坂爪臨時職務代理委員） 

  これより平成２６年第８回教育委員会定例会を開会いたします。 

  それでは「委員長の選挙について」であります。 

委員長については、三条市教育委員会規則第６条の規定により委員のうちから互選するこ

ととされておりますが、ここでは同条第５項の規定により指名推薦の方法により行いたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

――異議なしの声―― 

（坂爪臨時職務代理委員） 

御異議がございませんので、それでは適任の方がいらっしゃいましたら御推薦をお願いい

たします。 

（渡辺委員） 

長沼委員を推薦いたします。 

  （坂爪臨時職務代理委員） 

     長沼委員が適任との声がありましたが、いかがでしょうか。 

     ほかにないようですので、委員長として長沼委員に決定することで御異議ありませんか。 

――異議なしの声―― 

（坂爪臨時職務代理委員） 

御異議がございませんので、委員長は長沼委員に決定いたしました。 

それでは、委員長席に移動していただき、御挨拶をお願いいたします。 

  （長沼委員長） 

     また、引き続き仕事をさせていただきます。皆様のお助けをいただいて何とか無事に務め

るように努力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（坂爪臨時職務代理委員） 

     それでは、委員長と交代します。 

(2) 委員長職務代理委員の指定について 

（長沼委員長） 

それでは次に「委員長職務代理委員の指定について」です。 

委員長職務代理員の指定については、三条市教育委員会規則第８条第１項の規定により、

指名推薦によることとされております。それでは、適任の方がいらっしゃいましたら御推薦

をお願いいたします。 

（渡辺委員） 

坂爪委員を推薦いたします。 

（長沼委員長） 

ただ今、坂爪委員のお名前があがりましたが、ほかにございませんか。 

ないようですので、委員長職務代理委員として坂爪委員に決定することで御異議ありませ

んか。 

――異議なしの声―― 

（長沼委員長） 

御異議がございませんので、委員長職務代理委員は坂爪委員に決定いたしました。 

それでは坂爪委員から御挨拶をお願いいたします。 

（坂爪職務代理委員） 

昨日辞令交付を受けて、いい年になりましたので、ボケないようにあと４年間頑張ります

と言ったら市長に大笑いされました。そうならないように頑張りますのでよろしくお願いし

ます。 

(3) 議席の決定について 

（長沼委員長） 

議席の決定につきましては、三条市教育委員会会議規則第３条で、委員長を除く委員の議

席は抽選により定めることになっておりますが、事務局の方で何か原案はありますでしょう

か。 

（笹川教育総務課長） 

委員長職を除くということでございます。今までの慣例に倣いまして、一番委員に委員長

職務代理委員である坂爪委員、二番委員に渡辺委員、三番委員に須佐委員とされてはいかか

でしょうか。 

（長沼委員長） 

ただ今、事務局から提案のあったとおりでよろしいでしょうか。 
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――異議なしの声―― 

（長沼委員長） 

それでは、議席については事務局の提案どおり決定いたします。 

(4) 会議録の承認 

長沼委員長から平成２６年第７回教育委員会定例会会議録について諮り、承認と決定 

(5) 報告 

  報第１号 平成２６年度第１回三条市学校給食運営委員会会議録について 

    笹川教育総務課長が説明 

   （長沼委員長） 

     メニューを工夫してほしいというのはどういうことなんでしょうか。私はこれ以上ない良

いメニューだと信じているんですけども。 

   （笹川教育総務課長） 

    発言された委員の方は、メニューを工夫していろんなものを考えていることは御存知なん

ですけども、今回牛乳を試行的に停止することで、不足するカルシウム等については、例え

ば、ご飯の量を多くするとか煮干しのふりかけを出すなどの検討をしていることを説明いた

しました。そういった工夫も含めメニューの方もいろいろ考えながら進めてもらいたいとの

意見をいただきました。 

  （須佐委員） 

     先日の教育委員の研修会のときも、他の市町村の教育委員から聞かれたんですけども、三

条が完全米飯でこういったメニューですばらしい給食だということをおわかりにならない

で、報道の部分の牛乳を止めることを言っているんで、何とかこれだけの給食をわかってい

ただけるような、報道に関してもそうなんですけど、その辺の説明を上手にしていただけれ

ば皆さん理解していただけると思います。 

   （笹川教育総務課長） 

     完全米飯給食については、ホームページや学校給食だより等で十分周知をしているつもり

ですが、どうしても日頃やっているものとイレギュラーのものが出てきますと、報道の方が

そちらの方に偏っていくこともございまして、皆様方から御指摘等もいただいております。

給食のメニューにつきましても、現在検討しているわけですけど、そちらの方の内容につき

ましても米飯給食に取り組んでいる最初の意義等も踏まえて、学校給食だよりやホームペー

ジ等を通じて改めて説明していきたいと思います。 

   （長沼委員長） 

     ＮＨＫのニュースで三条の給食が報道されたときに、全国の友だちから電話をもらいまし

た。「あれでは牛乳はいらないよね。あんなことを毎日できるの」というような意見をいた
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だきました。須佐委員がおっしゃるように普通の給食から牛乳を取ると思っている人が多い

ようです。食べている世代の御父兄の方々が良かった、とても飲みきれないと言ってられま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

報第２号 平成２６年度第１回三条市社会教育委員会議及び公民館運営審議会会議録につい 

        て 

    長谷川生涯学習課長が説明 

    質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

(6) その他 

 次回教育委員会定例会の日程について 

    笹川教育総務課長から提案があり、委員長が諮り次のとおり決定する。 

     〔日時〕平成２６年８月２５日（月）午後１時３０分 

     〔会場〕三条市役所栄庁舎 201会議室 

(7) 議事 

  議第１号 平成２７年度使用教科用図書の採択について 

    （長沼委員長） 

この議題については、三条・加茂・見附・南蒲地区教科用図書選択協議会において、７月31

日以降、公表する旨の申合せがあるため、三条市教育委員会会議規則第 33 条の規定により、

会議を非公開にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

――異議なしの声―― 

（長沼委員長） 

御異議がありませんので、会議を非公開にすることに決定いたしました。 

〔以下非公開〕 

８ 閉会宣言  午前９時３０分 

    三条市教育委員会会議規則第38条及び第39条の規定により、会議の顛末を記載してここに署

名する。 

                        三条市教育委員会 

                         委員長 長沼 礼子 

 


